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令和５年度県立新翔高等学校（全日制課程）聴講生の募集に関する要項 

 

１ 趣旨 

    この要項は、一人一人の学びを実現する生涯学習の振興及び社会に開かれた教育課程の実現を

めざし、本校の特定の科目について履修を希望する社会人の方を聴講生として受け入れるに当た

り、必要な事項を定めるものです。 

 

２ 聴講の方法 

  本校の教育課程に位置付けられた教科・科目のうちから教育展開上支障のない範囲で、社会人

の方を聴講生として受け入れ、生徒とともに学んでいただきます。 

なお、授業で実施する実験や実習、レポート提出等を含め、原則として生徒と同様の扱いとし

ます。 

 

３ 応募・問合せ先 

和歌山県立新翔高等学校（全日制課程） 担当 教頭 宮井貴浩 

  〒 647-0071 新宮市佐野1005番地 

  ℡ (０７３５) ３１‐７０８７ 

 

４ 募集に関する事項 

 

授業日時および受講開始日時は現在調整中です。決定次第改めて本校 HPに掲載します。 

 

（１） 募集期間 令和５年２月３日（金）～令和５年４月５日（水） 

       （ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く） 

 募集課程 教科 科目 授業日時 
受入 

人数 備 考 

１ 全日制 保健体育 競技スポーツ 
時間割が決

定次第更新 ２ 時間割が決定次第更新 

２ 全日制 芸術 工芸Ⅰ 
時間割が決

定次第更新 １ 時間割が決定次第更新 

３ 全日制 商業 観光一般 
時間割が決

定次第更新 ２ 時間割が決定次第更新 

４ 全日制 工業 防災デザイン 
時間割が決

定次第更新 ２ 時間割が決定次第更新 
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（２） 受講開始日時 

令和５年度の時間割が決定後、聴講者に連絡します。  

（３）科目の内容等 

ア 科目の内容 

・競技スポーツ 

  人体の構造、運動の特性、練習方法や運動における精神的側面など、運動に関する様々

な知識を習得し、それを実際に自分で実践し学んでいくことで競技力向上を図る。 

・工芸Ⅰ 

  木彫、ケースデザイン、切り絵、陶芸、ガラス工芸、篆刻の制作を行い、美しさや良さ

を感じ取る感性を高め、生活をより豊かにする態度を育てる。 

・観光一般 

  新宮市や那智勝浦町の観光名所や各自治体の取り組みについて学習し、紀南地方の観光

産業に関する理解を深める。 

・防災デザイン 

  身近にできる防災対策を考え、建物の立地条件や形状の安全性について学習する。また、

防災図上訓練、防災ゲーム、防災啓蒙品の制作等の活動を行い、防災意識を高める。  

 

イ 受講に当たっての前提条件 

・各科目共通 

① 各科目について学ぶ意欲が高いこと。 

② ルール、マナーが守ること。 

③ 機器や備品を丁重に扱うこと。 

④ 教室内への飲食物は持ち込まないこと。 

    

ウ 目標 

・競技スポーツ 

  大会での目標達成のために、練習の長期目標や短期目標を立て実践していくことで、練

習の意識の向上を図る。 

・工芸Ⅰ 

  ものを「見る」「つくる」「使う」「知る」学習を通して、工芸が生活の中で果たす役割に

ついて理解をする。また、ものを作る楽しさを味わい、生涯にわたって工芸を愛する愛情

を育てる。 

・観光一般 

  地元の観光資源の素晴らしさを学び、外部に情報を発信できる力を養う。 

・防災デザイン 

  防災意識を強く持ち、地域の防災訓練等に積極的に参加し、防災リーダーとして各地域

で活躍できる資質を育てる。  

 

エ 授業計画(必要に応じて記載) 

 最初の授業で示します。 

 

５ 応募に関する事項 

（１）応募資格 

聴講生として応募することのできる方は、県内に在住又は勤務する方で、学習意欲があり、

次に掲げるいずれにも該当しない方とします。 
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①  現在、義務教育段階の普通教育を受けている方 

②  未成年者で、聴講の申請にあたって、その保護者の同意を得ていない方 

③  高等学校の秩序を乱すおそれがあると認められる方 

④ 他の高等学校に在籍している方 

（２）応募方法 

「聴講承認申請書」に必要事項を記載し、本校に提出してください。 

なお、「聴講承認申請書」の提出に当たっては、事前に本校に連絡の上、必ず聴講を希望され

る本人が持参してください。 

    提出場所：本校事務室 

    提出日時：前記４（１）に示した募集期間の午前９時～午後４時 

※１ 「聴講承認申請書」の提出に当たっては、県内に在住又は勤務していること及び生年

月日を証明する書類を持参してください。 

      県内在住が証明できる書類：(例) 住民票、自動車運転免許証、健康保険証等 

      県内在勤が証明できる書類：(例)勤務地が明記されている社員証等 

※２ 来校に当たっては、予め電話で連絡してください。 

 

６ 聴講の承認  

（１）方法 

「聴講承認申請書」の記述内容の審査や面接の実施など、必要な選考を行った上で、聴講の

承認の可否を決定します。 

なお、聴講申請者が受入人数を上回った場合には、抽選で決定します。 

 

（２）公開抽選の日時 

    令和５年４月１２日（水） ９：００～ 

 

（３）公開抽選の会場 

    本校応接室 

   

７ 聴講までの手続き及び費用 

（１）聴講の承認の連絡 

   令和５年４月１３日（木）以降、聴講申請者全員に結果を連絡します。 

 

（２）聴講承認書の交付及び聴講にかかる費用の徴収方法等の説明 

令和５年４月１９日（水）９：００から本校応接室にて、聴講承認書の交付及び聴講にかか

る費用の徴収方法や聴講に当たっての諸注意等の説明を行いますので、出席してください。 

（当日出席できない方は、事前に連絡してください。また、その場合は令和５年４月２１日（金）

までに本校事務室にお越しいただくことになります。） 

 

（３）聴講にかかる費用 

   ア 授業料（県の条例で定められている金額です。） 

      １単位（週１時間）当たり 

      全日制課程4,812円 

           (ｱ) 競技スポーツ （２単位）：９，６２４円 

           (ｲ) 工芸Ⅰ （２単位）：９，６２４円 

           (ｳ) 観光一般 （３単位）：１４，４３６円 

           (ｴ) 防災デザイン （２単位）：９，６２４円 
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           校長が指定した聴講を開始する日までに納付してください。 

 

イ テキスト代等 

(ｱ) 競技スポーツ  

           (ｲ) 工芸Ⅰ    

           (ｳ) 観光一般   

           (ｴ) 防災デザイン   

          

請求日から起算して、15日以内に納付してください。 

すでに納付したテキスト代等については、特別の理由がある場合を除き、返金しかね

ますので了承願います。    

 

８ 修了の認定 

（１）認定方法 

聴講の出席状況及び実験や実習、レポート提出等を含めた取組状況等から、聴講の成果が当

該科目の目標に照らして満足できると認められる場合には、当該科目の聴講について修了を認

定します。 

 

（２）聴講修了証書等の発行 

本校での聴講を修了したと認めた方には、聴講修了証書を交付します。 

なお、聴講（修了）証明書の交付に当たっては、県の条例に基づき、手数料（１通410円 令

和４年１月２８日現在）が必要になります。 

 

９ 聴講の承認の取消し 

次の各号のいずれかに該当するときは、聴講の承認の全部又は一部を取り消すことがあります。

なお、この場合、授業料は月割計算（取り消された日の属する月を含む。）をします。 

 

（１）正当な理由がないのに引き続き１月以上出席しないとき。 

（２）偽りその他不正の行為により聴講の承認を受けたとき。 

（３）高等学校の秩序を乱し、その他聴講生としての本分に反したとき。 

（４）納期限までに授業料等を納付しないとき。 

（５）学則及びその他の規則に違反したとき。 

（６）高等学校における教育活動に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

（７）その他校長が聴講の承認の取消しが必要と認めるとき。 

 

10 その他注意事項 

（１）本校敷地内は禁煙です。 

（２）校内では本校が準備する名札を着用してください。 

（３）自動車での登校はできません。 

（４）学校における結核対策として、聴講を承認された方は、１年以内に実施した胸部エックス線

検査で、結核等の所見がないことを証明した書類を提出願います。 

                                

テキスト代および材料費は聴講承認書交付時にご連絡します。 


